
○千葉市決裁規程 

平成４年３月２７日 

訓令（甲）第１号 
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平成４年１０月１日訓令（甲）第１４号 

平成５年３月５日訓令（甲）第１号 

平成５年３月３０日訓令（甲）第２号 

平成５年７月３０日訓令（甲）第６号 
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平成１０年３月３１日訓令（甲）第２号 

平成１１年３月３１日訓令（甲）第３号 

平成１１年６月３０日訓令（甲）第６号 

平成１１年９月３０日訓令（甲）第８号 

平成１１年１１月３０日訓令（甲）第１０号 

平成１１年１２月２０日訓令（甲）第１１号 

平成１２年３月３０日訓令（甲）第２号 

平成１２年５月３１日訓令（甲）第４号 

平成１２年６月３０日訓令（甲）第５号 



平成１２年９月２９日訓令（甲）第７号 

平成１２年１０月２６日訓令（甲）第９号 

平成１２年１２月２８日訓令（甲）第１０号 

平成１３年３月３０日訓令（甲）第３号 

平成１３年５月１８日訓令（甲）第５号 

平成１３年１０月１日訓令（甲）第７号 

平成１３年１２月２８日訓令（甲）第８号 

平成１４年３月２９日訓令（甲）第３号 

平成１４年５月２９日訓令（甲）第５号 

平成１４年６月２５日訓令（甲）第７号 

平成１４年７月３０日訓令（甲）第８号 

平成１４年９月３０日訓令（甲）第９号 

平成１５年３月２８日訓令（甲）第３号 

平成１５年４月３０日訓令（甲）第５号 

平成１５年８月２０日訓令（甲）第８号 

平成１６年３月３１日訓令（甲）第３号 

平成１７年３月３１日訓令（甲）第１号 

平成１８年３月３１日訓令（甲）第２号 

平成１８年６月３０日訓令（甲）第４号 

平成１９年３月３０日訓令（甲）第２号 

平成２０年３月３１日訓令（甲）第１号 

平成２１年３月３１日訓令（甲）第３号 

平成２２年３月３１日訓令（甲）第２号 

平成２２年１０月８日訓令（甲）第６号 

平成２３年３月３１日訓令（甲）第４号 

平成２３年６月３０日訓令（甲）第５号 



平成２４年３月３０日訓令（甲）第１号 

平成２５年３月２９日訓令（甲）第２号 

平成２６年３月３１日訓令（甲）第２号 

平成２７年３月３１日訓令（甲）第３号 

平成２８年３月３１日訓令（甲）第２号 

平成２８年１２月２８日訓令（甲）第６号 

平成２９年３月３１日訓令（甲）第２号 

平成３０年３月３０日訓令（甲）第５号 

平成３１年３月２９日訓令（甲）第５号 

令和元年７月１０日訓令（甲）第７号 

令和２年３月２７日訓令（甲）第１号 

令和２年５月１５日訓令（甲）第４号 

令和３年３月３１日訓令（甲）第１号 

令和３年７月１日訓令（甲）第２号 

令和４年２月７日訓令（甲）第１号 

令和４年３月３１日訓令（甲）第３号 

千葉市決裁規程（昭和６２年千葉市訓令（甲）第１号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の処理

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

（１）局 千葉市事務分掌条例（昭和６２年千葉市条例第２号）第１条に定

める局及び消防局をいう。 

（２）局長 局の長をいう。 



（３）区長 区役所の長をいう。 

（４）部長 局の部及び公室の長をいう。 

（５）担当部長 千葉市消防局組織規則（昭和６２年千葉市規則第３６号。

以下「消防局組織規則」という。）第５条に定める担当部長をいう。 

（６）課長 事務分掌規則第１条に定める課並びに消防局組織規則第２条に

定める課及び消防学校の長をいう。 

（７）課内室長 課に置かれる室（以下「課内室」という。）の長をいう。 

（８）担当課長 事務分掌規則別表及び千葉市保健所規則（昭和６３年千葉

市規則第１９号）に定める担当課長をいう。 

（９）係長 消防局組織規則第２条に定める係の長をいう。 

（１０）主査 事務分掌規則第１３条に定める主査をいう。 

（１１）第一類の事業所の長 千葉市事業所事務分掌規則（平成４年千葉市

規則第３号。以下「事業所規則」という。）別表第１に定める第一類の事

業所の長、保健所長、保健福祉センター所長及び消防署長をいう。 

（１２）第二類の事業所の長 事業所規則別表第１に定める第二類の事業所

（市税事務所、環境保健研究所、農政センター及び土木事務所に置かれる

課を含む。）の長、保健所の課長、東部児童相談所長、西部児童相談所長、

動物公園の副園長、区役所の課長（区政事務センター所長及び保健福祉セ

ンターの課長を含む。）及び消防署の課長をいう。 

（１３）第三類の事業所の長及び市民センター所長 事業所規則別表第１に

定める第三類の事業所の長及び市民センター所長をいう。 

（１４）特定管理職員 千葉市職員の給与に関する条例（昭和２６年千葉市

条例第３６号）第２０条第２項に規定する特定管理職員をいう。 

（１５）決裁 事案の処理について、最終の意思決定をすることをいう。 

（１６）専決 事案の処理について、常時市長に代わって決裁することをい

う。 



（１７）代決 市長又は専決する者（以下「専決者」という。）が旅行、休

暇等により不在のとき、臨時に市長又は専決者に代わって決裁することを

いう。 

（平成５訓令（甲）１・平成５訓令（甲）２・平成５訓令（甲）６・

平成７訓令（甲）４・平成１０訓令（甲）２・平成１１訓令（甲）３・

平成１２訓令（甲）２・平成１３訓令（甲）３・平成１４訓令（甲）

３・平成１７訓令（甲）１・平成２２訓令（甲）２・平成２２訓令（甲）

６・平成２３訓令（甲）４・平成２４訓令（甲）１・平成２５訓令（甲）

２・平成２６訓令（甲）２・平成２７訓令（甲）３・平成２８訓令（甲）

２・平成２８訓令（甲）６・平成２９訓令（甲）２・平成３０訓令（甲）

５・平成３１訓令（甲）５・令和２訓令（甲）１・令和４訓令（甲）

１・令和４訓令（甲）３・一部改正） 

（決裁順序等） 

第３条 決裁に至るまでの手続は、決裁を受けるべき事項に係る事務を所管す

る直近上位の職にある者から順次直属の上司の決定を経て、市長又は専決者

の決裁を受けるものとする。 

２ 決裁を受けるべき事項が他の局、部、課等に関連するものである場合は、

関連のある局、部、課等の局長、部長（関連のある課が保健福祉局、都市局

及び建設局の部に所属しない課である場合にあっては、次長とする。）、担

当部長、課長、課内室長又は担当課長に合議し、又は通知しなければならな

い。 

３ 区役所において、副市長以上の決裁を受けるべき事項（人事に関する事項

を除く。）については、その事項に係る所管の局長の合議を受けるものとす

る。 

（平成１３訓令（甲）３・平成１４訓令（甲）３・平成１９訓令（甲）

２・平成２２訓令（甲）２・平成２３訓令（甲）５・平成２４訓令（甲）



１・平成２５訓令（甲）２・平成２６訓令（甲）２・平成２７訓令（甲）

３・平成２９訓令（甲）２・平成３１訓令（甲）５・令和２訓令（甲）

１・令和３訓令（甲）２・一部改正） 

（市長決裁事項） 

第４条 次の各号に掲げる事項は、市長の決裁を受けなければならない。 

（１）市政運営上の基本方針の決定に関すること。 

（２）条例、規則の制定改廃に関すること。 

（３）議会の招集及び議案の提出その他議会の同意等を要する事項に関する

こと。 

（４）職員の任免、分限、懲戒等に関すること（他の専決事項に係る事項を

除く。）。 

（５）前各号に準ずる重要又は異例なもの 

（平成２４訓令（甲）１・追加） 

（副市長等の専決事項等） 

第５条 副市長、局長、危機管理監、区長、部長、担当部長、副区長、課長、

課内室長、担当課長、係長、主査、第一類の事業所の長、第二類の事業所の

長及び第三類の事業所の長が専決することができる事項は、別表第１及び別

表第２のとおりとする（市長決裁事項に係る事項を除く。）。ただし、部長

の専決事項のうち、保健福祉局、都市局及び建設局の部に所属しない課にお

いて所管するものについては次長が専決するものとし、区長の専決事項のう

ち、別表第１共通専決事項２人事に関する事項第１号から第３号までの規定

（副区長及び保健福祉センター所長に係るものを除く。）については、副区

長が専決するものとする。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、部長の専決事項のうち、総務局において所

管する情報化施策及び行政改革の推進に係る企画、調整及び実施に関する事

項で重要なものについては、次長が専決するものとする。 



３ 第１項の場合において、窓口等で即時に処理すべき事項であって、定型的

な処理が可能であるものについては、専決者があらかじめ指定する職員が当

該事項を処理することができる。この場合において、当該事項の専決者は、

当該処理をする職員に必要な指示を与え、十分にこれを監督しなければなら

ない。 

４ 前項の規定により処理をした職員は、当該処理に係る事項について、専決

者の承認を得なければならない。 

（平成１４訓令（甲）３・平成１９訓令（甲）２・平成２２訓令（甲）

２・平成２３訓令（甲）４・一部改正、平成２４訓令（甲）１・旧第

４条繰下・一部改正、平成２５訓令（甲）２・平成２６訓令（甲）２・

平成２７訓令（甲）３・平成２９訓令（甲）２・平成３０訓令（甲）

５・令和元訓令（甲）７・令和２訓令（甲）１・令和３訓令（甲）２・

一部改正） 

（類推による専決） 

第６条 前２条の規定により専決する職員は、この訓令に定める専決事項に該

当しない事項であっても、その内容により専決することが適当であると認め

られるものは、この訓令に準じて専決することができる。 

（平成２２訓令（甲）２・追加、平成２４訓令（甲）１・旧第５条繰

下） 

（議会事務局長等の専決事項） 

第７条 議会事務局長、議会事務局次長及び議会事務局各課長が市長の権限に

属する事務を補助執行する限りにおいて専決することができる事項は、次の

とおりとする。 

（１）別表第１共通専決事項３財務に関する事項の規定により局長が専決す

ることができる事項並びに政務活動費に係る歳出予算の執行に関する事

項は、議会事務局長が専決するものとする。 



（２）別表第１共通専決事項３財務に関する事項の規定により部長が専決す

ることができる事項は、議会事務局次長が専決するものとする。 

（３）別表第１共通専決事項３財務に関する事項の規定により課長が専決す

ることができる事項は議会事務局各課長が専決するものとする。 

（平成１０訓令（甲）２・平成１３訓令（甲）３・平成１４訓令（甲）

３・平成２１訓令（甲）３・一部改正、平成２２訓令（甲）２・旧第

５条繰下、平成２４訓令（甲）１・旧第６条繰下・一部改正、平成２

７訓令（甲）３・一部改正） 

（会計管理者等の専決事項） 

第８条 会計管理者、会計室長及び会計室所属の主査が市長の権限に属する事

務を補助執行する限りにおいて専決することができる事項は、次のとおりと

する。 

（１）別表第１共通専決事項１一般的事項の規定中、局長の専決事項は会計

管理者が、部長の専決事項は会計管理者が、課長の専決事項は会計室長が、

主査の専決事項は会計室所属の主査がそれぞれ専決するものとする。 

（２）別表第１共通専決事項２人事に関する事項の規定中、局長の専決事項

は会計管理者が、部長の専決事項は会計管理者が、課長の専決事項は会計

室長が、主査の専決事項は会計室所属の主査がそれぞれ専決するものとす

る。 

（３）別表第１共通専決事項３財務に関する事項の規定中、局長の専決事項

は会計管理者が、部長の専決事項は会計管理者が、課長の専決事項は会計

室長がそれぞれ専決するものとする。 

（平成７訓令（甲）４・平成１３訓令（甲）３・平成１４訓令（甲）

３・平成１９訓令（甲）２・一部改正、平成２２訓令（甲）２・旧第

６条繰下、平成２４訓令（甲）１・旧第７条繰下・一部改正、平成２

７訓令（甲）３・平成２９訓令（甲）２・平成３０訓令（甲）５・平



成３１訓令（甲）５・一部改正） 

（専決に係る報告等） 

第９条 前４条の規定により専決した者は、必要があると認めるときは、その

専決した事項について、その内容を上司に報告しなければならない。 

２ 前４条の規定にかかわらず、専決者が重要又は異例と認めた事項について

は、上司の決裁を受けなければならない。 

（平成２２訓令（甲）２・旧第７条繰下・一部改正、平成２３訓令（甲）

４・一部改正、平成２４訓令（甲）１・旧第８条繰下・一部改正） 

（代決） 

第１０条 市長の決裁を受けるべき事項について、市長が不在のときは、副市

長がその事項を代決することができる。 

２ 前項の場合において、所管の副市長が不在のときは、千葉市副市長事務分

担規則（平成２１年千葉市規則第５７号。以下「副市長事務分担規則」とい

う。）第４条に定めるところにより、他の副市長がその事項を代決すること

ができる。 

（平成６訓令（甲）８・平成８訓令（甲）４・平成１１訓令（甲）１

１・平成１２訓令（甲）９・平成１４訓令（甲）７・平成１９訓令（甲）

２・平成２１訓令（甲）３・一部改正、平成２２訓令（甲）２・旧第

８条繰下・一部改正、平成２４訓令（甲）１・旧第９条繰下） 

第１１条 副市長が専決する事項について、所管の副市長が不在のときは、副

市長事務分担規則第４条に定めるところにより、他の副市長が、副市長が全

て不在のときは、会計管理者、所管局長、危機管理監又は区長がその事項を

代決することができる。 

（平成１４訓令（甲）７・全改、平成１９訓令（甲）２・平成２１訓

令（甲）３・一部改正、平成２２訓令（甲）２・旧第９条繰下・一部

改正、平成２４訓令（甲）１・旧第１０条繰下、平成２９訓令（甲）



２・令和２訓令（甲）１・令和３訓令（甲）２・一部改正） 

第１２条 局長又は危機管理監が専決する事項について、局長又は危機管理監

が不在のときは、所管部長（保健福祉局、都市局及び建設局にあっては次長

とする。）又は担当部長がその事項を代決することができる。ただし、総務

局の所管する事項のうち、次長の所管事務に係るものについては次長が代決

することができる。 

２ 区長が専決する事項について、区長が不在のときは、副区長がその事項を

代決することができる。 

３ 部長又は担当部長が専決する事項について、部長又は担当部長が不在のと

き（総務局、保健福祉局、都市局及び建設局の次長が専決する事項にあって

は、次長が不在のとき）は、所管課長、課内室長、担当課長、第一類の事業

所の長又は第二類の事業所の長がその事項を代決することができる。 

４ 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、課長補佐（課長補佐

が置かれていない場合は、当該事案を主管する係長又は主査）がその事項を

代決することができる。 

５ 課内室長が専決する事項について、課内室長が不在のときは、課内室長が

あらかじめ指定する者がその事項を代決することができる。 

６ 担当課長が専決する事項について、担当課長が不在のときは、担当課長が

あらかじめ指定する者がその事項を代決することができる。 

７ 第一類の事業所の長が専決する事項について、第一類の事業所の長が不在

のときは、所管の第二類の事業所の長（保健所にあっては次長とし、消防署

にあっては副署長とする。）がその事項を代決することができる。 

８ 第二類の事業所の長が専決する事項について、第二類の事業所の長が不在

のときは、所長補佐（所長補佐が置かれていない場合は、第二類の事業所の

長があらかじめ指定する者）、場長補佐、課長補佐又は副園長補佐がその事

項を代決することができる。 



９ 第三類の事業所の長が専決する事項について、第三類の事業所の長が不在

のときは、第三類の事業所の長があらかじめ指定する者がその事項を代決す

ることができる。 

（平成５訓令（甲）１・平成５訓令（甲）２・平成６訓令（甲）２・

平成７訓令（甲）４・平成８訓令（甲）４・平成９訓令（甲）４・平

成１０訓令（甲）２・平成１３訓令（甲）３・一部改正、平成１４訓

令（甲）３・旧第１１条繰上・一部改正、平成２２訓令（甲）２・旧

第１０条繰下・一部改正、平成２３訓令（甲）４・一部改正、平成２

４訓令（甲）１・旧第１１条繰下・一部改正、平成２５訓令（甲）２・

平成２６訓令（甲）２・平成２７訓令（甲）３・平成２９訓令（甲）

２・平成３０訓令（甲）５・平成３１訓令（甲）５・令和元訓令（甲）

７・令和２訓令（甲）１・令和３訓令（甲）１・令和３訓令（甲）２・

一部改正） 

第１３条 議会事務局長が専決する事項について、議会事務局長が不在のとき

は、議会事務局次長がその事項を代決することができる。 

２ 議会事務局次長が専決する事項について、議会事務局次長が不在のときは、

所管課長がその事項を代決することができる。 

３ 議会事務局各課長が専決する事項について、議会事務局各課長が不在のと

きは、議会事務局各課長補佐がその事項を代決することができる。 

（平成１０訓令（甲）２・追加、平成１４訓令（甲）３・旧第１２条

繰上、平成２１訓令（甲）３・一部改正、平成２２訓令（甲）２・旧

第１１条繰下、平成２４訓令（甲）１・旧第１２条繰下） 

第１４条 会計管理者が専決する事項について、会計管理者が不在のときは、

会計室長がその事項を代決することができる。 

２ 会計室長が専決する事項について、会計室長が不在のときは、会計室長補

佐がその事項を代決することができる。 



（平成１４訓令（甲）３・追加、平成１９訓令（甲）２・一部改正、

平成２２訓令（甲）２・旧第１２条繰下、平成２４訓令（甲）１・旧

第１３条繰下、平成２７訓令（甲）３・平成２９訓令（甲）２・一部

改正） 

（代決の原則） 

第１５条 第１０条から前条までの規定にかかわらず、重要若しくは異例に属

する事項又は上司があらかじめ指示した事項については、代決することがで

きない。 

２ 第１０条から前条までの規定に基づき代決した事項については、速やかに、

市長又は専決者に報告しなければならない。 

（平成１０訓令（甲）２・旧第１２条繰下・一部改正、平成１３訓令

（甲）３・一部改正、平成２２訓令（甲）２・旧第１３条繰下・一部

改正、平成２４訓令（甲）１・旧第１４条繰下・一部改正、平成２９

訓令（甲）２・一部改正） 

第１６条 第１２条から前条までの規定は、決裁に至るまでの手続において合

議を受ける者が不在の場合について準用する。 

（平成１４訓令（甲）３・追加、平成２２訓令（甲）２・旧第１４条

繰下・一部改正、平成２４訓令（甲）１・旧第１５条繰下・一部改正） 

附 則 

この訓令は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成４年６月３０日訓令（甲）第１２号） 

この訓令は、平成４年７月１日から施行する。 

附 則（平成４年１０月１日訓令（甲）第１４号） 

この訓令は、平成４年１０月１日から施行する。 

附 則（平成５年３月５日訓令（甲）第１号） 

この訓令は、平成５年３月８日から施行する。 



附 則（平成５年３月３０日訓令（甲）第２号）抄 

この訓令は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成５年７月３０日訓令（甲）第６号） 

この訓令は、平成５年８月１日から施行する。 

附 則（平成６年３月３１日訓令（甲）第２号） 

この訓令は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年７月１日訓令（甲）第８号） 

この訓令は、平成６年７月１日から施行する。 

附 則（平成６年９月１日訓令（甲）第１１号） 

この訓令は、平成６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成７年３月３０日訓令（甲）第４号） 

この訓令は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年６月２８日訓令（甲）第８号） 

この訓令は、平成７年７月１日から施行する。 

附 則（平成８年３月２９日訓令（甲）第４号） 

この訓令は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年６月２８日訓令（甲）第７号） 

この訓令は、平成８年７月１日から施行する。 

附 則（平成９年３月３１日訓令（甲）第２号） 

この訓令は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年７月２５日訓令（甲）第４号） 

この訓令は、平成９年８月１日から施行する。 

附 則（平成１０年３月３１日訓令（甲）第２号） 

この訓令は、平成１０年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（１）第１条中千葉市決裁規程別表第２個別専決事項第５４項の表に２号を



加える改定規定（同表第２号に係る部分に限る。） 平成１０年５月３０

日 

（２）第１条中千葉市決裁規程別表第２個別専決事項第５８項の表第２号、

第４号及び第５号の改定規定、同号の次に１号を加える改正規定、第７号

から第１０号までの改正規定並びに第２５号の改正規定 平成１０年６

月１７日 

（３）第１条中千葉市決裁規程別表第２個別専決事項第５４項の表に２号を

加える改正規定（同表第３号に係る部分に限る。）及び別表第２個別専決

事項第５６項の表に１号を加える改正規定並びに第２条中区長等専決規

程別表第３項に１号を加える改正規定及び同表第８項の改正規定（同項第

１３号に係る部分に限る。） 平成１０年８月１日 

（４）第１３号から第１５号までの改正規定 平成１０年１２月１日 

附 則（平成１１年３月３１日訓令（甲）第３号） 

この訓令は、平成１１年４月１日から施行する。ただし、第１条のうち千葉

市決裁規程別表第２個別専決事項第９５項の表中第１４号、第１５号及び第４

３号の改正規定並びに第２２号の次に１号を加える改正規定並びに同規程別

表第２個別専決事項第９６項の表中第３号の改正規定、第１１号の次に１号を

加える改正規定、第４条の改正規定（同号を同表第８号とする部分を除く。）

及び第３号の次に４号を加える改正規定については、同年５月１日から施行す

る。 

附 則（平成１１年６月３０日訓令（甲）第６号） 

この訓令は、平成１１年７月１日から施行する。 

附 則（平成１１年９月３０日訓令（甲）第８号） 

この訓令は、平成１１年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１１年１１月３０日訓令（甲）第１０号） 

この訓令は、平成１１年１２月１日から施行する。 



附 則（平成１１年１２月２０日訓令（甲）第１１号） 

この訓令は、平成１１年１２月２０日から施行する。 

附 則（平成１２年３月３０日訓令（甲）第２号） 

この訓令は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年５月３１日訓令（甲）第４号） 

この訓令は、平成１２年６月１日から施行する。 

附 則（平成１２年６月３０日訓令（甲）第５号） 

この訓令は、平成１２年７月１日から施行する。 

附 則（平成１２年９月２９日訓令（甲）第７号） 

この訓令は、平成１２年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１２年１０月２６日訓令（甲）第９号） 

この訓令は、平成１２年１１月１日から施行する。 

附 則（平成１２年１２月２８日訓令（甲）第１０号） 

この訓令は、平成１３年１月６日から施行する。 

附 則（平成１３年３月３０日訓令（甲）第３号） 

この訓令は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年５月１８日訓令（甲）第５号） 

この訓令は、平成１３年５月１８日から施行する。 

附 則（平成１３年１０月１日訓令（甲）第７号） 

この訓令は、平成１３年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１３年１２月２８日訓令（甲）第８号） 

この訓令は、平成１４年１月４日から施行する。 

附 則（平成１４年３月２９日訓令（甲）第３号） 

この訓令は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年５月２９日訓令（甲）第５号） 

この訓令は、平成１４年５月３０日から施行する。 



附 則（平成１４年６月２５日訓令（甲）第７号） 

この訓令は、平成１４年７月１日から施行する。 

附 則（平成１４年７月３０日訓令（甲）第８号） 

この訓令は、平成１４年８月１日から施行する。 

附 則（平成１４年９月３０日訓令（甲）第９号） 

この訓令は、平成１４年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１５年３月２８日訓令（甲）第３号） 

この訓令は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年４月３０日訓令（甲）第５号） 

この訓令は、平成１５年５月１日から施行する。 

附 則（平成１５年８月２０日訓令（甲）第８号） 

この訓令は、平成１５年８月２０日から施行する。 

附 則（平成１６年３月３１日訓令（甲）第３号） 

この訓令は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月３１日訓令（甲）第１号） 

この訓令は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月３１日訓令（甲）第２号） 

この訓令は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、第１条中別表第２

個別専決事項第３８項の表の改正規定は、平成１８年６月１日から施行する。 

附 則（平成１８年６月３０日訓令（甲）第４号） 

この訓令は、平成１８年７月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月３０日訓令（甲）第２号） 

この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月３１日訓令（甲）第１号） 

この訓令は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月３１日訓令（甲）第３号） 



この訓令は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、

平成２１年５月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３１日訓令（甲）第２号） 

この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年１０月８日訓令（甲）第６号） 

この訓令は、平成２２年１０月１２日から施行する。 

附 則（平成２３年３月３１日訓令（甲）第４号） 

この訓令は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年６月３０日訓令（甲）第５号） 

この訓令は、平成２３年７月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月３０日訓令（甲）第１号） 

この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２９日訓令（甲）第２号） 

この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月３１日訓令（甲）第２号） 

この訓令は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３１日訓令（甲）第３号） 

この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日訓令（甲）第２号） 

この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年１２月２８日訓令（甲）第６号） 

この訓令は、平成２９年１月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月３１日訓令（甲）第２号） 

この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月３０日訓令（甲）第５号） 

この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。 



附 則（平成３１年３月２９日訓令（甲）第５号） 

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年７月１０日訓令（甲）第７号） 

この訓令は、令和元年７月１０日から施行する。 

附 則（令和２年３月２７日訓令（甲）第１号） 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年５月１５日訓令（甲）第４号） 

この訓令は、令和２年５月１５日から施行する。 

附 則（令和３年３月３１日訓令（甲）第１号） 

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年７月１日訓令（甲）第２号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年２月７日訓令（甲）第１号） 

この訓令は、令和４年２月７日から施行する。 

附 則（令和４年３月３１日訓令（甲）第３号） 

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 

別表第１ 共通専決事項（第５条―第８条関係） 

（平成５訓令（甲）１・平成５訓令（甲）２・平成６訓令（甲）２・

平成６訓令（甲）１１・平成７訓令（甲）４・平成８訓令（甲）４・

平成１０訓令（甲）２・平成１１訓令（甲）３・平成１２訓令（甲）

２・平成１２訓令（甲）７・平成１３訓令（甲）３・平成１４訓令（甲）

３・平成１５訓令（甲）３・平成１５訓令（甲）８・平成１６訓令（甲）

３・平成１７訓令（甲）１・平成１８訓令（甲）２・平成１９訓令（甲）

２・平成２１訓令（甲）３・平成２２訓令（甲）２・平成２３訓令（甲）

４・平成２４訓令（甲）１・平成２５訓令（甲）２・平成２６訓令（甲）

２・平成２７訓令（甲）３・平成２８訓令（甲）２・平成２９訓令（甲）



２・平成３０訓令（甲）５・平成３１訓令（甲）５・令和２訓令（甲）

１・令和３訓令（甲）２・令和４訓令（甲）３・一部改正） 

１ 一般的事項 

専決者 

 

 

 

専決事項 

副市長 局長 

危機管

理監 

区長 部長 副区長 

課長 

課内室

長 

担当課

長 

第一類

及び第

二類の

事業所

の長 

第三類

の事業

所の長 

係長 

主査 

（１） 事務事業の企

画及び実施 

 特に重

要なも

の 

特に重

要なも

の 

重要な

もの 

一般的

なもの 

軽微な

もの 

 

（２） 告示、公告、

公示及び公表 

特に重

要なも

の 

重要な

もの 

重要な

もの 

一般的

なもの 

軽微な

もの 

  

（３） 訓令（乙）及

び通達の制定及び改

廃 

○       

（４） 要綱及び要領

等の制定及び改廃 

特に重

要なも

の 

重要な

もの 

重要な

もの 

一般的

なもの 

軽微な

もの 

  



（５） 処分（不利益

処分を除く。） 

  重要な

もの 

重要な

もの 

一般的

なもの 

一般的

なもの

（市民

センタ

ー所長

に限

る。） 

 

（６） 不利益処分  重要な

もの 

重要な

もの 

一般的

なもの 

一般的

なもの

（判断

余地の

ないも

のに限

る。） 

一般的

なもの

（判断

余地の

ないも

のに限

る。）

（市民

センタ

ー所長

に限

る。） 

 

（７） 届出及び報告

等の受理 

  重要な

もの 

重要な

もの 

一般的

なもの 

軽微な

もの 

軽微な

もの 

（８） 訴えの提起、

和解及び調停 

 ○ ○  ○ 

（支払

督促に

係る訴

えの提

  



起及び

和解に

限る。） 

（９） 行政処分の不

服申立てに係る弁明

書の提出 

 重要な

もの 

重要な

もの 

 一般的

なもの 

  

（１０） 公文書及び

個人情報の開示請求

などに対する決定等 

  重要な

もの 

重要な

もの 

一般的

なもの 

  

（１１） 個人情報を

取り扱う事業者に対

する措置の決定等 

  重要な

もの 

重要な

もの 

一般的

なもの 

  

（１２） 文書の保存

及び廃棄 

 保存期

間満了

前に廃

棄する

もの 

保存期

間満了

前に廃

棄する

もの 

 保存期

間経過

に伴い

廃棄す

るも

の、保

存期間

を延長

するも

の 

保存期

間経過

に伴い

廃棄す

るも

の、保

存期間

を延長

するも

の 

 

（１３） 所管事項に

係る照会、回答、通

知及び依頼等 

 特に重

要なも

の 

特に重

要なも

の 

重要な

もの 

一般的

なもの 

軽微な

もの 

軽微な

もの 

（１４） 統計調査等     ○ ○  



行政資料の収集及び

配布 

（１５） 公簿の閲覧     ○ ○  

（１６） 諸証明   重要な

もの 

重要な

もの 

一般的

なもの 

一般的

なもの 

 

（１７） 附属機関の

運営 

 ○ ○     

（１８） 行事の共催

及び後援の承認 

  重要な

もの 

重要な

もの 

一般的

なもの 

  

（１９） 指定管理者

が行う公の施設の管

理に関する事項の承

認 

 重要な

もの 

重要な

もの 

 一般的

なもの 

  

（２０） 広報（市政

だよりへの掲載及び

報道機関への発表に

関することに限る。） 

 特に重

要なも

の 

重要な

もの 

一般的

なもの 

一般的

なもの

（定例

的なも

のに限

る。） 

  

（２１） 広報媒体へ

の広告掲載の決定 

  重要な

もの 

重要な

もの 

一般的

なもの 

  

（２２） 公の施設の

休館日、使用時間の

変更 

    ○   

備考 係長若しくは主査が置かれていない、又は係長若しくは主査が所掌し

ない業務がある組織における係長又は主査の専決は、課等の長が指定する



者が行うことができる。 

２ 人事に関する事項 

専決者 

 

 

専決事項 

副市長 局長 

危機管

理監 

区長 部長 課長 

課内室

長 

担当課

長 

係長 

主査 

第一類

の事業

所の長 

第二類

の事業

所の長 

第三類

の事業

所の長 

（１） 休暇

（組合休暇

を除く。）、

欠勤、遅刻、

早退並びに

深夜勤務及

び時間外勤

務の制限の

承認 

理事 

局長 

危機管

理監 

保健医

療統括

監 

区長 

局付 

次長 

部長 

医監 

参与 

参事 

副区長 

参事 

課長 

課内室

長 

担当課

長 

第一類

の事業

所の長 

第二類

の事業

所の長 

部付 

参事 

技監 

課長 

課内室

長 

担当課

長 

専門員 

第一類

の事業

所の長 

第二類

の事業

所の長 

所属職

員 

第三類

の事業

所の長 

 次長 

参事 

技監 

課長 

課内室

長 

担当課

長 

専門員 

第二類

の事業

所の長 

第三類

の事業

所の長 

所属職

員 

所属職

員 

第三類

の事業

所の長 

所属職

員 

（２） 旅行命

令及びその

理事 

局長 

局付 

次長 

副区長 

参事 

部付 

参事 

所属職

員 

所属職

員 

次長 

参事 

所属職

員 

所属職

員 



復命の受理 危機管

理監 

保健医

療統括

監 

区長 

部長 

医監 

参与 

参事 

課長 

課内室

長 

担当課

長 

第一類

の事業

所の長 

第二類

の事業

所の長 

技監 

課長 

課内室

長 

担当課

長 

専門員 

第一類

の事業

所の長 

第二類

の事業

所の長 

第三類

の事業

所の長 

課等の

長が指

定する

職員

（いず

れも在

勤地内

（県内

及び東

京都内

を含

む。）

の旅行

に限

る。） 

技監 

課長 

課内室

長 

担当課

長 

専門員 

第二類

の事業

所の長 

第三類

の事業

所の長 

所属職

員 

第三類

の事業

所の長 

（３） 時間外

勤務命令又

は休日勤務

命令 

理事 

局長 

危機管

理監 

保健医

療統括

監 

区長 

局付 

次長 

部長 

医監 

参与 

参事 

副区長 

参事 

課長 

課内室

長 

担当課

長 

第一類

の事業

所の長 

第二類

部付 

参事 

技監 

課長 

課内室

長 

担当課

長 

専門員 

第一類

の事業

所属職

員 

第三類

の事業

所の長 

所属職

員 

課等の

長が指

定する

職員 

次長 

参事 

技監 

課長 

課内室

長 

担当課

長 

専門員 

第二類

の事業

所属職

員 

第三類

の事業

所の長 

所属職

員 



の事業

所の長 

所の長 

第二類

の事業

所の長 

所の長 

第三類

の事業

所の長 

所属職

員 

（４） 同一の

局又は区役

所における

兼務の発令

（特定管理

職員以外の

者に係るも

のに限る。） 

 ○ ○       

（５） 局又は

区役所に所

属する職員

の法令等に

定める職へ

の発令 

 ○ ○       

（６） 非常勤

特別職員の

任免 

  ○ ○             

（７） 附属機

関の構成員

の任免 

 ○ ○       



（８） 会計年

度任用職員

の任用 

    ○     

（９） 当直勤

務の命令 

理事 

局長 

危機管

理監 

保健医

療統括

監 

区長 

局付 

次長 

部長 

医監 

参与 

参事 

副区長 

参事 

課長 

課内室

長 

担当課

長 

第一類

の事業

所の長 

第二類

の事業

所の長 

部付 

参事 

技監 

課長 

課内室

長 

担当課

長 

専門員 

第一類

の事業

所の長 

第二類

の事業

所の長 

所属職

員 

第三類

の事業

所の長 

 次長 

参事 

技監 

課長 

課内室

長 

担当課

長 

専門員 

第二類

の事業

所の長 

第三類

の事業

所の長 

所属職

員 

所属職

員 

第三類

の事業

所の長 

所属職

員 

（１０） 特殊

勤務の命令 

理事 

局長 

危機管

理監 

保健医

療統括

局付 

次長 

部長 

医監 

参与 

参事 

副区長 

参事 

課長 

課内室

長 

担当課

部付 

参事 

技監 

課長 

課内室

長 

所属職

員 

第三類

の事業

所の長 

 次長 

参事 

技監 

課長 

課内室

長 

所属職

員 

第三類

の事業

所の長 

所属職

員 



監 

区長 

長 

第一類

の事業

所の長 

第二類

の事業

所の長 

担当課

長 

専門員 

第一類

の事業

所の長 

第二類

の事業

所の長 

担当課

長 

専門員 

第二類

の事業

所の長 

第三類

の事業

所の長 

所属職

員 

（１１） 附属

機関の構成

員の旅行の

命令 

    ○     

（１２） 訴訟

代理人等の

選任 

    ○     

（１３） 法令

の規定によ

り特別の資

格又は職名

を必要とす

る者の任免 

 ○ ○       

備考 

１ 担当課長の専決事項は、その所掌事務に主として従事する職員のうち、



所管課長が指定したものに限る。 

３ 財務に関する事項 

（１） 歳入予算の執行 

専決者 

 

 

 

 

専決事項 

局長 

危機管理監 

区長 

部長 

担当部長 

第一類の事

業所の長

（市税事務

所長に限

る。） 

課長・課内

室長・担当

課長・第一

類及び第二

類の事業所

の長（市税

事務所長を

除き、環境

保健研究所

にあって

は、健康科

学課長に限

る。） 

（１） 市税、使用料、手数料

その他の収入（以下「歳入」

という。）の調定及び納入通

知 

   ○ 

（２） 歳入の納付の督促    ○ 

（３） 歳入の履行期限の繰上

げ 

   ○ 

（４） 歳入の分割納付の承認

（履行期限の延長を含む。） 

   ○ 

（５） 減免基準の明確でない○（区長に ○   



歳入の減免 限る。） 

（６） 減免基準の明確な歳入

の減免 

   ○ 

（７） 歳入の過誤納金の充当

又は還付（加算金を含む。） 

   ○ 

（８） 歳入の滞納処分並びに

差押え及び交付要求の解除 

重要なもの

（区長に限

る。） 

重要なもの  一般的なも

の 

（９） 歳入の徴収猶予及び換

価の猶予 

   ○ 

（１０） 歳入の滞納処分の停

止 

５０万円以

上（区長に

限る。） 

５０万円以

上 

５０万円以

上 

５０万円未

満 

（１１） 歳入の支払に係る強

制執行及び仮差押えの申立

て 

重要なもの

（区長に限

る。） 

重要なもの  一般的なも

の 

（１２） 歳入に係る配当の要

求その他権利の申出 

   ○ 

（１３） 歳入の徴収停止 ５０万円以

上（区長に

限る。） 

５０万円以

上 

 ５０万円未

満 

（１４） 歳入に係る権利の放

棄 

○    

備考 

１ 担当部長の専決事項は、担当部長が掌理する事務に係る事項に限る。 

２ 課内室長の専決事項は、当該課内室の所掌事務に係る事項のうち、



局長、危機管理監又は区長が別に定めるものに限る。 

３ 担当課長の専決事項は、その所掌事務に係る事項のうち、局長又は

危機管理監が別に定めるものに限る。 

４ 第三類の事業所の長は、第６号に規定する専決事項について専決で

きるものとする。 

（２） 歳出予算及び債務負担行為の執行 

①施行決定 契約（仮契約を含む。）を行うにあたり、契約（仮契約を

含む。）の決定、締結前に契約（仮契約を含む。）の内容を中心に事

案全体の執行について専決権者の意思決定を受ける行為をいう。 

②支出決定等 予算会計規則別表第１中「支出負担行為として整理する

時期」に定める支出の決定、貸付の決定、積立の決定等契約書の取り

交わしのない事案について専決権者の意思決定を受ける行為をいう。 

③契約の締結の決定 予算会計規則別表第１中「支出負担行為として整

理する時期」に定める契約を締結するときに専決権者の意思決定を受

ける行為をいう。 

専決者 

 

 

 

 

専決事項 

局長 

危機管理

監 

区長 部長・担

当部長・

第一類の

事業所の

長（保健

福祉セン

ター所長

を除く。） 

課長・課

内室長・

担当課

長・第二

類の事業

所の長

（環境保

健研究所

にあって

は、健康

科学課長



に限る。） 

（１） 報酬    ○ 

（２） 給料    ○ 

（３） 職員手当等    ○ 

（４） 共済費    ○ 

（５） 災害補償費    ○ 

（６） 恩給及び退職年金    ○ 

（７） 報償費 １，０００

万円以上 

５００万

円以上 

１，００

０万円未

満 

５００万

円未満 

（８） 旅費    ○ 

（９） 交際費 ３０万円

以上 

１０万円

以上 

３０万円

未満 

１０万円

未満 

（１０） 需用費     

ア 燃料費    ○ 

イ 光熱水費    ○ 

ウ 食糧費 ３０万円

以上 

１０万円

以上 

３０万円

未満 

１０万円

未満 

エ その他 ３，０００

万円以上 

１，０００

万円以上 

３，００

０万円未

満 

１，００

０万円未

満（契約

課長にあ

っては、

２，００

０万円未

満） 



（１１） 役務費     

ア 口座振替手数料、電話料、振

替貯金払込手数料 

   ○ 

イ 保険料、市債発行手数料、償

還元利金支払手数料 

   ○ 

ウ その他 ３，０００

万円以上 

１，０００

万円以上 

３，００

０万円未

満 

１，００

０万円未

満 

（１２） 委託料     

ア 工事委託料、監督、検査業務

委託料 

１億円以

上 

３，０００

万円以上 

１億円未

満 

３，００

０万円未

満 

イ その他 ３，０００

万円以上 

１，０００

万円以上 

３，００

０万円未

満 

１，００

０万円未

満（契約

課長にあ

っては、

２，００

０万円未

満） 

（１３） 使用料及び賃借料     

ア 下水道使用料    ○ 

イ その他 ３，０００

万円以上 

１，０００

万円以上 

３，００

０万円未

満 

１，００

０万円未

満 

（１４） 工事請負費 １億円以 ５，０００１億円未 ５，００



上 万円以上 満 ０万円未

満 

（１５） 原材料費 ３，０００

万円以上 

１，０００

万円以上 

３，００

０万円未

満 

１，００

０万円未

満 

（１６） 公有財産購入費 １億円以

上 

５，０００

万円以上 

１億円未

満 

５，００

０万円未

満 

（１７） 備品購入費 ３，０００

万円以上 

１，０００

万円以上 

３，００

０万円未

満 

１，００

０万円未

満（契約

課長にあ

っては、

２，００

０万円未

満） 

（１８） 負担金、補助及び交付金     

ア 工事に係る負担金 １億円以

上 

５，０００

万円以上 

１億円未

満 

５，００

０万円未

満 

イ 各会計間の負担金及び補助

金 

○ ○   

ウ その他 １，０００

万円以上 

５００万

円以上 

１，００

０万円未

満 

５００万

円未満 

（１９） 扶助費    ○ 



（２０） 貸付金 １，０００

万円以上 

５００万

円以上 

１，００

０万円未

満 

５００万

円未満 

（２１） 補償、補填及び賠償金     

ア 補償金 ３，０００

万円以上 

１，０００

万円以上 

３，００

０万円未

満 

１，００

０万円未

満 

イ 補填金、賠償金 ○ ○   

（２２） 償還金、利子及び割引料    ○ 

（２３） 投資及び出資金     

ア 各会計間の出資金 ○ ○   

イ その他 １，０００

万円以上 

５００万

円以上 

１，００

０万円未

満 

５００万

円未満 

（２４） 積立金 ○ ○   

（２５） 寄付金 ○ ○   

（２６） 公課費    ○ 

（２７） 繰出金     

ア 各会計間の繰出金  ○ ○  

イ 基金への繰出金 ○ ○   

（２８） 単価契約に基づく支出の

決定 

   ○ 

（２９） 長期継続契約（電気、ガ

ス、水の供給及び電気通信役務の

提供を受ける契約を除く。）に基

づく支出の決定 

   ○ 



（３０） 前年度からの繰越に係る

支出負担行為済のもの又は継続

費に基づく支出負担行為済のも

のの歳出予算に係る支出負担行

為 

   ○ 

（３１） 補助金等の額の確定  ○ ○  

備考 

１ 担当部長の専決事項は、担当部長が掌理する事務に係る事項に限る。 

２ 課内室長の専決事項は、当該課内室の所掌事務に係る事項のうち、

局長、危機管理監又は区長が別に定めるものに限る。 

３ 担当課長の専決事項は、その所掌事務に係る事項のうち、局長又は

危機管理監が別に定めるものに限る。 

４ 単価契約、長期継続契約（電気、ガス、水の供給及び電気通信役務

の提供を受ける契約を除く。）及び継続費の施行決定及び契約の締結

の決定については、契約期間中の執行予定総額によるものとする。 

５ 債務負担行為については、期間中の執行予定総額によるものとし、

当該債務負担行為に基づく各年度の歳出予算に係る支出負担行為に

ついては、当該年度の執行予定額によるものとする。 

６ 金額の増減に係るものについては、変更後の金額によるものとする。 

（３） 契約、財産管理等に関する事項 

専決者 

 

 

専決事項 

副市長 局長 

危機管理

監 

区長 

部長 

担当部長 

課長・課内室長・担当

課長・第一類及び第二

類の事業所の長（市民

センター所長を除き、

環境保健研究所にあっ

ては、健康科学課長に



限る。） 

（１） 競争入札参加者

の資格決定並びに資

格審査の申請時期及

び申請方法等の公告 

 ○     

（２） 競争入札参加者

の合併、営業譲渡等に

よる資格継承及び資

格承継に伴う資格抹

消の決定 

  ○  

（３） 競争入札参加者

及び小規模修繕業者

の名簿登載の決定 

  ○  

（４） 競争入札及び随

意契約に関する公告 

  ○（区長

に限る。） 

○   

（５） 代理入札の承認       ○ 

（６） 入札の中止及び

延期 

      ○ 

（７） 再度公告入札の

期間の短縮 

      ○ 

（８） 不正入札の取消

し 

      ○ 

（９） せり売りによる

場合の保証金の額の

決定 

      ○ 

（１０） 契約書の作成      ○ 



の省略 

（１１） 入札不調によ

る場合の契約方法の

決定 

      ○ 

（１２） 部分払をする

場合における一部履

行届の徴収 

  ○（区長

に限る。） 

○   

（１３） 国又は県の補

助金等の交付申請書

の提出 

  ○（区長

に限る。） 

○   

（１４） 担保の価格の

決定 

  ○（区長

に限る。） 

○   

（１５） 行政財産の用

途変更及び廃止 

 重要なも

の 

軽易なも

の（区長

に限る。） 

軽易なも

の 

 

（１６） 行政財産の目

的外使用の許可及び

その取消 

  ○（区長

に限る。） 

○   

（１７） 公有財産の所

管換え 

      ○ 

（１８） 公有財産の貸

付及び私権の設定 

 ○（区長

に限る。） 

○  

（１９） 普通財産の処

分 

 ８，００

０万円未

３，００

０万円未

 



満３，０

００万円

未満（区

長に限

る。） 

満 

（２０） 物品の貸借の

決定 

      ○ 

（２１） 不動産の無償

借受 

  ○（区長

に限る。） 

○   

（２２） 寄附の受入れ

（負担付きのものを

除く。） 

 ○（区長

に限る。） 

○  

（２３） 示談契約の締

結（歳出予算の執行を

伴わないものに限

る。） 

 賠償義務

を負うも

の 

賠償義務

を負わな

いもの

（区長に

限る。） 

賠償義務

を負わな

いもの 

 

（２４） 指定管理者と

の基本協定の締結 

  ○     

備考 

１ 担当部長の専決事項は、担当部長が掌理する事務に係る事項に限る。 

２ 課内室長の専決事項は、当該課内室の所掌事務に係る事項のうち、

局長又は危機管理監が別に定めるものに限る。 



３ 担当課長の専決事項は、その所掌事務に係る事項のうち、局長又は

危機管理監が別に定めるものに限る。 

４ 第１号から第１１号までの専決事項のうち、工事、工事に係る設計、

地質及び測量、物品の調達並びに業務委託の契約（市長が別に定める

ものに限る。）については、局長専決事項に該当する部分は財政局長、

部長専決事項に該当する部分は資産経営部長、課長専決事項に該当す

る部分は契約課長とする。ただし、千葉市物品会計規則（昭和５２年

千葉市規則第４９号）第１４条の規定に基づき各所管課で物品を調達

する場合は、この限りでない。 

別表第２ 個別専決事項（第５条関係） 

（平成２４訓令（甲）１・全改、平成２５訓令（甲）２・平成２６訓

令（甲）２・平成２７訓令（甲）３・平成２８訓令（甲）２・平成２

９訓令（甲）２・平成３０訓令（甲）５・平成３１訓令（甲）５・令

和２訓令（甲）１・令和２訓令（甲）４・令和３訓令（甲）１・令和

４訓令（甲）１・令和４訓令（甲）３・一部改正） 

１ 政策法務課に関する事項 

専決者 

専決事項 

副市長 局長 部長 課長 課内室長 

（１） 指定専決処分の市議

会への報告 

○     

（２） 審理員の指名    ○  

（３） 行政処分の審査請求

に係る裁決 

   ○ ○（情報

公開及び

個人情報

保護に係

るものに



限る。） 

２ 人事課に関する事項 

専決者 

専決事項 

副市長 局長 部長 課長 

（１） 職員の採用の決定  ○ 

（特定

管理職

員以

外） 

  

（２） 職員の異動及び昇格の決定  ○ 

（特定

管理職

員以

外） 

  

（３） 職員の退職の承認  ○ 

（特定

管理職

員以

外） 

  

３ 税制課に関する事項 

専決者 

専決事項 

副市長 局長 部長 課長 

（１） 徴税吏員証等の証票の発行    ○ 

４ 市民自治推進課に関する事項 

専決者 

専決事項 

副市長 局長 部長 課長 



歳出予算の執行に関する事項     

（１） まちづくり応援寄附金    ○ 

５ 保護課に関する事項 

専決者 

専決事項 

副市長 局長 部長 課長 課内室

長 

歳出予算の執行に関する事項      

（１） 住民税非課税世帯等に対する

臨時特別給付金 

    ○ 

６ 地域包括ケア推進課に関する事項 

専決者 

専決事項 

副市長 局長 部長 課長 

歳出予算の執行に関する事項     

（１） 介護予防・日常生活支援総合事業費    ○ 

７ 健康支援課に関する事項 

専決者 

専決事項 

副市長 局長 部長 課長 

歳出予算の執行に関する事項     

（１） 人間ドック及び脳ドック費用助成金    ○ 

８ 健康保険課に関する事項 

専決者 

専決事項 

副市長 局長 部長 課長 

歳出予算の執行に関する事項     

（１） 国民健康保険給付費    ○ 

（２） 国民健康保険事業費納付金    ○ 

（３） 国民健康保険出産育児一時金及び葬祭

費 

   ○ 



（４） 千葉県後期高齢者医療広域連合規約第

１８条第２項の規定による負担金 

   ○ 

９ 高齢福祉課に関する事項 

専決者 

専決事項 

副市長 局長 部長 課長 

歳出予算の執行に関する事項     

（１） 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３

号）第２１条の規定による施設措置委託料 

   ○ 

（２） はり、きゅう、マッサージ施設利用助

成金 

   ○ 

１０ 介護保険管理課に関する事項 

専決者 

専決事項 

副市長 局長 部長 課長 

歳出予算の執行に関する事項     

（１） 介護保険給付費    ○ 

（２） 介護予防・日常生活支援総合事業費    ○ 

１１ 障害者自立支援課に関する事項 

専決者 

専決事項 

副市長 局長 部長 課長 

歳出予算の執行に関する事項     

（１） 心身障害者扶養保険約款第１１条の規

定による保険料 

   ○ 

１２ 障害福祉サービス課に関する事項 

専決者 

専決事項 

副市長 局長 部長 課長 

歳出予算の執行に関する事項     



（１） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第

２８３号）第１８条第２項、知的障害者福祉

法（昭和３５年法律第３７号）第１６条第１

項第２号及び児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第２７条第１項第３号に規定する

措置に係る委託料 

   ○ 

１３ こども家庭支援課に関する事項 

専決者 

専決事項 

副市長 局長 部長 課長 

歳出予算の執行に関する事項     

（１） 児童福祉法第２３条第１項の規定によ

る母子生活支援施設における保護の実施に

係る措置委託料 

   ○ 

（２） 児童福祉法第２７条第１項第３号の規

定による措置委託料 

   ○ 

１４ 幼保運営課に関する事項 

専決者 

専決事項 

副市長 局長 部長 課長 

（１） 障害児等保育審査指導委員会の開催    ○ 

歳出予算の執行に関する事項     

（１） 子ども・子育て支援法（平成２４年法

律第６５号）第２７条、第２８条、第２９条

及び第３０条の規定による給付費 

   ○ 

（２） 子ども・子育て支援法附則第６条の規

定による委託費 

   ○ 

１５ 環境保全課に関する事項 



専決者 

専決事項 

副市長 局長 部長 課長 

（１） 公害健康被害の補償等に関する法律

（昭和４８年法律第１１１号。以下「公健法」

という。）第２３条の規定により設置した公

害健康被害診療報酬等審査会の運営 

  ○  

（２） 公健法第４４条の規定により設置した

公害健康被害認定審査会の運営 

  ○  

１６ 公営事業事務所に関する事項 

専決者 

専決事項 

副市長 局長 部長 所長 

歳出予算の執行に関する事項     

（１） 競輪事業開催費    ○ 

１７ 住宅整備課に関する事項 

専決者 

専決事項 

副市長 局長 部長 課長 

（１） 市営住宅に係る訴えの提起、和解及び

調停 

  ○  

１８ 土木事務所管理課に関する事項 

専決者 

専決事項 

副市長 局長 部長 所長 課長 

（１） 市道路敷地寄付受納要綱第６

条第１項の規定による道路敷地寄

付の受納 

   ○  

 


